
名古屋市交通局管理規程第９号 

 

名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和７年３月３１日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の一部改正） 

第１条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程（昭和４２年名古屋市交通局管

理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条第１項ただし書中「次項第１号及び第３号から第６号まで」を

「次項第２号から第５号まで」に、「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶

養親族たる父母等」に改め、同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号と

し、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「扶養親族た

る配偶者、父母等」を「前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族た

る子」という。）については１人につき１３，０００円、扶養親族たる父母

等」に改め、「、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」

という。）については１人につき１０，０００円」を削る。 

  第１１条第１項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親族たる父母

等」に改め、同項第２号中「前条第２項第３号若しくは第５号」を「前条第

２項第２号若しくは第４号」に改める。 

  第１３条第１項及び第２項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「扶養親

族たる父母等」に改める。 

  第１３条の３第１項第２号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。 

  第２０条の２第１項中「又は在勤する公署の移転」を「、在勤する公署の

移転又は新たに第４条第１項に定める給料表（以下この項において「給料表」

という。）の適用を受ける職員となったこと」に、「又は公署の移転」を「、

公署の移転又は給料表の適用」に改める。 



  第３０条第２項中「、第１３条の３」を削る。 

  第３５条第５項中「現在）」を「現在。以下同じ。）」に改める。 

  第３６条第２項第１号中「奨励手当基礎額」の次に「（特定管理職員にあ

っては、当該職員の奨励手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在に

おいて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

を加算した額）」を加え、同条第５項を次のように改める。 

 ５ 第２項の奨励手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受

けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の

合計額（特定管理職員にあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額）とする。 

  第３７条の２第１項及び第３７条の３中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２条 名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程（昭和

４２年名古屋市交通局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第７号ま

でを１号ずつ繰り上げ、第２項中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加え、第５項中

「配偶者及び」を削る。 

  第１２条第４項中「次の各号に定めるとおり」を「各年の４月１日から翌

年３月３１日までの日数から当該期間における名古屋市の休日を定める条例

（平成３年名古屋市条例第３６号）第２条第１項に規定する本市の休日の日

数を差し引いた日数を１２で除して得た数に、正規の勤務時間（地方公務員

法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、

７時間４５分に当該職員の正規の勤務時間を常時勤務を要する職員の正規の

勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間）を乗じて得た時間（小数点以下

第２位未満の端数は、切り捨てる。）」に改め、同項各号を削る。 

 （初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部改正） 

第３条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程（昭和４２年名古屋市交通局管

理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項の表中 



 「 

３４ ２３１，７００ ２２７，６００ 

 を 

３５ ２３１，７００ ２２８，６００ 

３６ ２３１，７００ ２２９，６００ 

３７ ２３３，２００ ２３０，１００ 

３８ ２３３，７００ ２３０，１００ 

                            」 

 「 

３４ ２３２，５００ ２２７，６００ 

 に改める。 

３５ ２３３，２００ ２２８，６００ 

３６ ２３３，７００ ２２９，６００ 

３７ ２３４，２００ ２３０，１００ 

３８ ２３４，６００ ２３０，１００ 

                            」 

第４条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項中「職制に関する定めによる長の職若しくはこれに相当する」

を「職員の任用に関する規則（昭和３３年名古屋市人事委員会規則第１号。

以下「任用規則」という。）別表第２段階別職位表に掲げる課長補佐段階以

上の」に改める。 

  第５条の２中「職員の任用に関する規則（昭和３３年名古屋市人事委員会

規則第１号。以下「任用規則」という。）」を「任用規則」に改める。 

  第２３条第１項第５号中「職員の職務 １」を「職員の職務 ４」に改め

る。 

  附則第７項の表中 

 「 

３３ 

 
２３１，７００ ２２５，３００ 

 を 

３４ ２３２，５００ ２２７，６００ 

３５ ２３３，２００ ２２８，６００ 

３６ ２３３，７００ ２２９，６００ 

３７ ２３４，２００ ２３０，１００ 

３８ ２３４，６００ ２３０，１００ 

３９ ２３５，０００ ２３０，１００ 

                            」 



 「 

３３ ２３２，５００ ２２５，８００ 

 に改める。 

３４ ２３３，２００ ２２８，１００ 

３５ ２３３，７００ ２２９，１００ 

３６ ２３４，２００ ２３０，１００ 

３７ ２３４，６００ ２３０，６００ 

３８ ２３５，０００ ２３０，６００ 

３９ ２３５，４００ ２３０，６００ 

                            」 

 別表第６昇格時号給対応表１企業職給料表(1)中 

「       「 

６級  ６級 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

２  ３ 

３  ４ 

４  ５ 

５  ６ 

６  ７ 

７  ８ 

８  ９ 

９  １０ 

１０  １１ 

１１  １２ 



１２  １３ 

１３  １４ 

１４  １５ 

１５  １６ 

１６  １７ 

１７  １８ 

１８  １９ 

１９  ２０ 

２０  ２１ 

２１  ２２ 

２２  ２３ 

２３  ２４ 

２４  ２５ 

２５  ２６ 

２６  ２７ 

２７  ２８ 

２８  ２９ 

２９  ３０ 

３０  ３１ 

３１  ３２ 

３２  ３３ 

３３  ３４ 

３４  ３５ 

３５  ３６ 

３６  ３７ 

３７  ３８ 

３８  ３９ 

３９  ４０ 

４０  ４１ 

４１  ４２ 

４２  ４３ 

４３  ４４ 

４４  ４５ 

４５  ４６ 

４６  ４７ 

４７  ４８ 

４８  ４９ 

４９  ５０ 

５０  ５１ 

５１  ５２ 



５２  ５３ 

５３  ５４ 

５４  ５５ 

５４  ５５ 

５５  ５６ 

５５  ５６ 

５６  ５７ 

５６  ５７ 

５７  ５８ 

５７  ５８ 

５８  ５９ 

５８  ５９ 

５９  ６０ 

５９  ６０ 

６０  ６１ 

６０  ６１ 

６１  ６２ 

６１  ６２ 

６２  ６３ 

６２  ６３ 

６３  ６４ 

６３  ６４ 

６４  ６５ 

６４  ６５ 

６５  ６６ 

６５  ６６ 

６６  ６７ 

６７  ６８ 

６８  ６９ 

６９  ７０ 

７０  ７１ 

７１  ７２ 

７２  ７３ 

７３  ７４ 

７４  ７５ 

７５  ７６ 

７６  ７７ 

７７  ７８ 

７８  ７９ 

７９  ８０ 

を に改める。 



８０  ８１ 

８１  ８２ 

８２  ８３ 

８３  ８４ 

８４  ８５ 

８５  ８６ 

８６  ８７ 

８７  ８８ 

８８  ８９ 

８９  ９０ 

９０  ９１ 

９１  ９２ 

９２  ９３ 

９３  ９４ 

９４  ９５ 

９５  ９６ 

９６  ９７ 

９７  ９８ 

９８  ９９ 

９９  １００ 

１００  １０１ 

１０１  １０２ 

１０２  １０３ 

１０３  １０４ 

１０４  １０５ 

１０５  １０６ 

１０６  １０７ 

       」        」 

  別表第６の２降格時号給対応表１企業職給料表(1)中 

 「       「 

５級  ５級 

１７  １７ 

１７  １７ 

１８  １７ 

１９  １８ 

２０  １９ 

２１  ２０ 

２２  ２１ 

２３  ２２ 



２４  ２３ 

２５  ２４ 

２６  ２５ 

２７  ２６ 

２８  ２７ 

２９  ２８ 

３０  ２９ 

３１  ３０ 

３２  ３１ 

３３  ３２ 

３４  ３３ 

３５  ３４ 

３６  ３５ 

３７  ３６ 

３８  ３７ 

３９  ３８ 

４０  ３９ 

４１  ４０ 

４２  ４１ 

４３  ４２ 

４４  ４３ 

４５  ４４ 

４６  ４５ 

４７  ４６ 

４８  ４７ 

４９  ４８ 

５０  ４９ 

５１  ５０ 

５２  ５１ 

５３  ５２ 

５４  ５３ 

５５  ５４ 

５６  ５５ 

５７  ５６ 

５８  ５７ 

５９  ５８ 

６０  ５９ 

６１  ６０ 

６２  ６１ 

６３  ６２ 



６４  ６３ 

６５  ６４ 

６６  ６５ 

６７  ６６ 

６８  ６７ 

７０  ６８ 

７２  ７０ 

７４  ７２ 

７６  ７４ 

７８  ７６ 

８０  ７８ 

８２  ８０ 

８４  ８２ 

８６  ８４ 

８８  ８６ 

９０  ８８ 

９２  ９０ 

９３  ９２ 

９４  ９３ 

９５  ９４ 

９６  ９５ 

９７  ９６ 

９８  ９７ 

９９  ９８ 

１００  ９９ 

１０１  １００ 

１０２  １０１ 

１０３  １０２ 

１０４  １０３ 

１０５  １０４ 

１０６  １０５ 

１０７  １０６ 

１０８  １０７ 

１０９  １０８ 

１１０  １０９ 

１１１  １１０ 

１１２  １１１ 

１１３  １１２ 

１１４  １１３ 

１１５  １１４ 

を に改める。 



１１６  １１５ 

１１７  １１６ 

１１８  １１７ 

１１９  １１８ 

１２０  １１９ 

１２１  １２０ 

１２２  １２１ 

１２３  １２２ 

１２４  １２３ 

１２５  １２４ 

１２６  １２５ 

１２７  １２６ 

１２８  １２７ 

１２９  １２８ 

１３０  １２９ 

１３１  １３０ 

１３２  １３１ 

１３３  １３２ 

       」        」 

 （初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第５条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程（昭和

４２年名古屋市交通局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第３項中「課長補佐若しくはこれに相当する職以上の職又は副課

長補佐若しくは」を「主任以上の職又は」に改める。 

第６条 初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に関する規程の一部

を次のように改正する。 

  第１２条中「企業職給料表(1)の職務の級２級、３級、４級及び５級」を

「企業職給料表(1)の職務の級２級、３級及び５級」に改める。 

  別表第１の表中 

 「 

７級 

 別に指定する職の職務とは、次のとおりとする。 

 駅務区長、運転区長、営業所長、軌道事務所長、施設事

務所長、工場長、電気事務所長、電気事務所副所長、担当

課長及び局付担当課長 

 を 

」 



 「 

７級 

 別に指定する職の職務とは、次のとおりとする。 

 駅務区長、運転区長、営業所長、軌道事務所長、施設事

務所長、工場長、電気事務所長、担当課長及び局付担当課

長 

 に 

                                 」 

 改める。 

 （住居手当規程の一部改正） 

第７条 住居手当規程（昭和４７年名古屋市交通局管理規程第１６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条中「扶養親族（」の次に「職員の配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で他に生計の途がなく主

として当該職員の扶養を受けている者及び」を加え、「（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を削る。 

  第４条中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）」を削り、「同規程

第５条第３号」を「同条第２号」に、「職員の給与に関する条例（昭和２６

年名古屋市条例第５号）の適用を受ける職員、企業職員の給与の種類及び基

準を定める条例（昭和２８年名古屋市条例第２３号）の適用を受ける職員

（給与規程の適用を受ける職員を除く。）、名古屋港管理組合の職員、職員

退職手当条例（昭和３１年名古屋市条例第２０号）第２条第１項第４号に規

定する他府県等の教員、同項第５号に規定する国等の医師等、同項第６号に

規定する国等の操縦士等若しくは同項第７号に規定する国等の職員又は公益

的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第

５０号）第１０条第２項に規定する退職派遣者であった者から人事交流等に

より引き続き給与規程」を「新たに給与規程第４条第１項に規定する給料表」

に、「当該規程」を「当該給料表」に改める。 

 （通勤手当規程の一部改正） 

第８条 通勤手当規程（昭和５１年名古屋市交通局管理規程第６号）の一部を

次のように改正する。 



  第６条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改め、「でそ

の利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもので

あると認められるもの」を削り、「前２項の規定にかかわらず」を「前項の

規定にかかわらず」に、「その者」を「当該職員」に、「の２分の１に相当

する額（当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が２万円を超えるとき

は、２万円に最長支給単位期間の月数を乗じて得た額）及び前２項」を「に

相当する額（以下「特別料金等相当額」という。）及び前項」に改め、同項

を同条第２項とし、同条第４項中「前２項」を「前項」に、「最長支給単位

期間」を「当該職員に係る手当の支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

（以下「最長支給単位期間」という。）」に改め、同項を同条第３項とし、

同項の次に次の１項を加える。 

 ４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が

２以上ある場合においては、その合計額）、第１項第２号に定める額及び

特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道

等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額が１５０，０００

円を超える職員の通勤手当の額は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、

最長支給単位期間につき、１５０，０００円に最長支給単位期間の月数を

乗じて得た額とする。 

  第９条第２項中「職員でなくなった場合」の次に「又は別に定める場合」

を加える。 

 （単身赴任手当規程の一部改正） 

第９条 単身赴任手当規程（平成２年名古屋市交通局管理規程第７号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条中「次の各号」を「次」に改め、同条第１号中「公所を」を「別に

定めるところにより算定した通勤距離が６０キロメートル以上であり、かつ、

公所を」に改め、「移転」の次に「に伴い支給要件（給与規程第２０条の２

第１項に規定する職員たる要件又は第５条各号に規定する職員たる要件をい

う。以下同じ。）を具備するに至った場合にあっては、当該異動又は公署の

移転」を加え、「であって、別に定めるところにより算定した通勤距離が６

０キロメートル以上」を削る。 



  第５条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げ、第５号の次に次の１号を加える。 

  (6) 前５号の規定中「公所を異にする異動又は在勤する公署の移転」とあ

るのを「新たに給与規程第４条第１項に規定する給料表（以下「給料

表」という。）の適用を受ける職員となったこと」と、「異動又は公

署の移転」とあるのを「給料表の適用」と読み替えた場合に、当該各

号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員 

  第５条中第７号を削り、第８号を第７号とする。 

  第７条第１項中「給与規程第２０条の２第１項に規定する職員たる要件又

は第５条各号に規定する職員たる要件（以下「支給要件」という。）」を

「支給要件」に改める。 

 （期末手当及び奨励手当に関する規程の一部改正） 

第１０条 期末手当及び奨励手当に関する規程（昭和３９年名古屋市交通局管

理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第３項中「の規定に基づき、奨励手当基礎額の算定に同規程第３

５条第５項の規定を準用する場合における同項」を削り、「前項」を「前２

項」に改め、同条に次の２項を加える。 

 ４ 給与規程第３６条第５項に規定する「これに対する地域手当の月額」は、

奨励手当の計算の基礎となる給料の月額に同規程第１３条の２第２項に規

定する割合を乗じて得た額とする。 

 ５ 給与規程第３６条第５項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額については、第２項の規定を準用する。この場合において、同項

各号中「給料、扶養手当」とあるのは、「給料」と読み替えるものとする。 

  第１５条の３第１号中「１，０００分の１，０６５から１，０００分の

１，３９５」を「１，０００分の１，０４０から１，０００分の１，４７

５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。



ただし、第１条（名古屋市交通局企業職員給与支給規程（以下「給与規程」

という。）第３７条の２及び第３７条の３の改正規定に限る。）の規定は同

年６月１日（以下「一部施行日」という。）から施行する。 

２ 附則第１５項の規定による改正後の名古屋市交通局企業職員給与支給規程

等の一部を改正する規程（令和５年名古屋市交通局管理規程第９号）は、令

和５年４月１日から適用する。 

３ 第３条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規程、第５

条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の実施細目に

関する規程及び附則第１６項の規定による改正後の名古屋市交通局企業職員

給与支給規程等の一部を改正する規程の規定は、令和６年４月１日から適用

する。 

 （昇給の号給数の調整） 

４ 令和６年４月１日から施行日の前日までの間において、新たに職員となっ

た者のうち、第４条の規定による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する

規程附則第７項の規定の適用を受ける職員との権衡を著しく失することとな

るものについては、別に定めるところにより、その者の号給を調整すること

ができる。 

 （経過措置） 

５ 施行日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改正

後の名古屋市交通局企業職員給与支給規程（以下「改正後給与規程」とい

う。）第１０条の規定の適用については、同条第１項中「第５号」とあるの

は「第６号」と、同条第２項中「(5) 著しい心身の機能の障害がある者」と 

     「(5) 著しい心身の機能の障害がある者 
あるのは 

      (6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 

     
         と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１， 
 ものを含む。）」 

０００円」と、「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる父母等

（前項第６号に該当する扶養親族を除く。）」と、「とする」とあるのは「、

前項第６号に該当する扶養親族については４，０００円（９級職員にあって

は、２，０００円）とする」とする。 



６ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間における改正後給与規

程第１０条の規定の適用については、同条第１項中「第５号」とあるのは

「第６号」と、同条第２項中「(5) 著しい心身の機能の障害がある者」とあ 

    「(5) 著しい心身の機能の障害がある者 
 るのは 
     (6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるも 

         
        と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１２，０ 
 のを含む。）」 

 ００円」と、「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる父母等（前

項第６号に該当する扶養親族を除く。）」と、「とする」とあるのは「、前

項第６号に該当する扶養親族については２，０００円（９級職員にあっては、

１，０００円）とする」とする。 

７ 改正後給与規程第２０条の２第１項の規定は、施行日前に新たに給与規程

第４条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

８ 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年名古屋市条例

第４０号）附則第３項若しくは第４項又は第８項若しくは第９項の規定によ

り採用された職員（以下「暫定再任用職員」という。）に対する改正後給与

規程第２０条の２第１項の規定の適用については、同条第１号中「第４条第

１項に定める給料表」とあるのは「名古屋市交通局企業職員給与支給規程等

の一部を改正する規程（令和５年名古屋市交通局管理規程第９号）附則別表

第１又は附則別表第２の給料表」とする。 

９ 一部施行日より前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められてい

る罪につき起訴をされた者は、改正後給与規程第３７条の３第１項（第１号

に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

１０ 施行日から令和９年３月３１日までの間における第２条の規定による改

正後の名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に関する規程第９条

第１項の規定の適用については、同項中「(6) 著しい心身の機能の障害があ

る者は、６親等内の血族又は３親等内の姻族に限らない。」とあるのは 

 「(6) 著しい心身の機能の障害がある者は、６親等内の血族又は３親等内の 

  (7) 配偶者は、夫又は妻とする。 



 姻族に限らない。 
          と、同条第５項中「職員の子以外の者」とあるのは「職 
         」 

 員の配偶者及び子以外の者」とする。 

１１ 給与規程第４条第１項に規定する企業職給料表(3)又は企業職給料表(4)

の適用を受ける主任助役及び助役のうち、令和７年３月３１日現在において

１週間の正規の勤務時間が３８時間４５分と定められた職員の職務（以下

「特定職務」という。）を命じられ、かつ、施行日においても特定職務を命

じられている職員で、第４条の規定による改正前の初任給、昇格及び昇給等

に関する規程第２３条第１項第５号による昇給の号給数の調整を受けた者に

ついては、施行日以後の最初の昇給日における昇給において３号給の調整を

行う。 

１２ 暫定再任用職員に対する第７条による改正後の住居手当規程第４条の規

定の適用については、同条中「給与規程第４条第１項に規定する給料表」と

あるのは、「名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程

（令和５年名古屋市交通局管理規程第９号）附則別表第１又は附則別表第２

の給料表」とする。 

１３ 第９条の規定による改正後の単身赴任手当規程第５条第６号の規定は、

施行日前に新たに給与規程第４条第１項に規定する給料表又は名古屋市交通

局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５年名古屋市交通局

管理規程第９号）附則別表第１若しくは附則別表第２の給料表の適用を受け

る職員となった者にも適用する。 

 （名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の一部改正） 

１４ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（昭和６

３年名古屋市交通局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第８項を次のように改める。 

 ８ 夜勤手当（前項に定めるものを除く。）に係る改正後給与規程第２３条

に規定する１時間当たりの給与額は、当分の間、同条中「１月平均の勤務

時間」とあるのは、次の各号に掲げる職員にあっては当該各号に定める時

間にそれぞれ読み替えて、改正後給与規程第２３条の規定を適用して算出

した額とする。 



  (1) 正規の勤務時間が、休憩時間を除き４週間を平均して１週間について

３８時間４５分と定められている職員 １４８時間 

  (2) 正規の勤務時間が、休憩時間を除き４週間を平均して１週間について

３０時間と定められている職員 １１４時間 

  (3) 正規の勤務時間が、休憩時間を除き４週間を平均して１週間について

３１時間と定められている職員 １１８時間 

１５ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５

年名古屋市交通局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「第１条の規定による改正後の」を削り、「第３９条第１項

の規定」の次に「並びに名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に

関する規程第１２条第４項の規定」を加え、「第４条第１項中」を「改正後

給与規程第４条第１項中」に、「超えたときに限る。）」とする」を「超え

たときに限る。）」と、名古屋市交通局企業職員給与支給規程の実施細目に

関する規程第１２条第４項中「地方公務員法第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を

改正する条例（令和４年名古屋市条例第４０号）附則第８項又は第９項の規

定により採用された」とする」に改める。 

１６ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５

年名古屋市交通局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１７項中「同項第１号から第４号まで」を「同条第２項第１号から

第４号まで」に改める。 

１７ 名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程（令和５

年名古屋市交通局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１５項を次のように改める。 

 １５ 暫定再任用職員に対する単身赴任手当規程第５条第６号の規定の適用

については、同条第６号中「給与規程第４条第１項に規定する給料表」と

あるのは「名古屋市交通局企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程

（令和５年名古屋市交通局管理規程第９号）附則別表第１又は附則別表第

２の給料表」とする。 

  附則第１６項を削り、附則第１７項中「同項第４号の４中「前項第４号の



３に掲げる職員」とあるのは「前項第４号の３に掲げる職員（暫定再任用職

員を除く。）」と、同項第５号の２中「前項第６号に掲げる職員」とあるの

は「前項第４号の３に掲げる職員（暫定再任用職員に限る。）又は前項第６

号に掲げる職員」と、」を削り、同項を附則第１６項とし、附則第１８項か

ら第２２項までを１項ずつ繰り上げる。 


